
宿日直届け出の取得と今後の展望

医療法人田辺産婦人科院長兼理事長

田辺 勝男

令和４年11月6日



現在、山梨県では

分娩取り扱い施設が

病院８施設

診療所9施設（1施設は

令和22年で分娩終了予定）

あり、約５０００件の分娩に対応し
ています。

診療所は３～４割取り扱っています。
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各診療所では、開設者である院長がほぼ一人で診療、分娩を
担っています。
緊急時には応援医師（他の有床診療所の院長、もしくは医
師）を招聘して対応しています。

産婦人科有床診療所は分娩を取り扱っているため24時間365

日の待機状態（臨戦態勢）が永遠に続きます。

開設者の身体的精神的負担は計り知れないものがあるため、
宿日直非常勤医師の存在は有床診療所維持、妊婦さんの健康
と安心安全な分娩のために重要なものであると考えます。

そのためには宿日直届けの許可、認可は必要不可欠です。



医師、看護師等の宿日直許可基準について（厚生労働省労働基準局長通知 令和元年基発第8号）

１ 次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである
場合には宿日直の許可を与える。

（１）通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。

（２）宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務（定期的巡視、緊急の文書又は電話の収
受、非常事態に備えての待機等）以外には特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間
の業務に限り通常の勤務時間と同様の業務はふくまれないこと。

（３）一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。
例えば 、宿日直手当の最低額は、1日平均賃金額の3分の１を下らないこと、宿直業務
は週１回、日直業務は月1回を限度とすること等



簡素化すると

１ いわゆる寝当直であり緊急時に1時間以内程度の業務であること

２ 非常勤医師の平均日給の3分の1以上の報酬を出すこと

３ 宿日直室の環境が整っていること

４ 宿日直の回数が基準以内であること

と解釈します。



宿日直届けの許可証です。

令和4年８月に取得しました。



月に1回の
宿直

月に1回の
日直



施設の設
計図より
宿日直室
の場所を
明確にし
ます。
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1か月間の勤務
表の提出も必
要です。



宿日直中に対応したこと
の記録である日誌です。



非常勤医師の年収より平均
日給を算出してその3分の1

を提示します。



非常勤医師の業務

非常勤医師への報酬

非常勤医師の宿日直室
の設備

を提示します。



非常勤医師との契約書です。
自施設で作成したものでよ
いそうです。



社会労務士の方の指導のもと、書類を作成した
後に、労働基準監督署に提出しました。

その後、監査官の方の聞き取り調査、現場の確
認が行われました。その際には分娩台帳の閲覧
を求められました。



丁寧な対応をして頂き
ました。
感謝します。

先ずは届け出を出すこ
とから始まると思いま
す。



結語
山梨県の分娩取り扱い有床診療所では現在、
中核病院からの非常勤医師の派遣は受けてお
りません。診療所開設者の身体的、精神的負
担を軽減し、妊産婦の健康、新しい生命を守
るためにも非常勤医師の招聘は重要な課題で
す。
未来のために宿日直届け取得はその大きな一
歩になると思います。



ご清聴ありがとうございました。
甲斐の国山梨を楽しんでいかれてください。


